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A保健師 

 ・精神保健相談等 

 ・乳幼児健康診査 

B栄養士 

 ・母親学級 

C歯科衛生士 

 ・歯科衛生相談 

 

A保健師 

 ・健康相談 

 ・骨粗しょう症予防検診 

D栄養士 

 ・育児相談・育児グループ支援 

E歯科衛生士 

 ・乳幼児健康診査 

 

X課 Y課 

新宿区 

同じ人でも

課ごとに 

契約する。 

同じ人でも

課ごとに 

契約する。 


